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答  申 

  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下「法」

という。）６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る審査請求について、

審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、〇〇福祉事務所長（以下「処分庁」という。）

が、請求人に対し、令和６年２月８日付けの生活保護費返還金決定通知

書（以下「本件処分通知書」という。）で行った法６３条の規定に基づ

く返還金額決定処分（以下「本件処分」という。）について、その取消

しを求めるものである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

本件審査請求の争点は、次のとおりである。 

１ 現在まで令和４年１０月の保護費の精算がされていないこと。 

２ 介護保険料の精算にあたり対象月の１０月、〇〇区で認定済の介護保

険料１，９６０円は、〇〇事務所では証明できない。就労による収入の

増減が計算されていない。 

３ 介護保険料の認定額と修正額は各月の保護費の計算の中で行われ、単

独で計算されるものではない。また、保護費の計算額と支給額(振込額)

は一致しなければならない。 

４ 令和４年１０月分生活保護費の負担額の計算は、〇〇事務所ではでき

ず、その負担額は０円である。 

以上の争点により、処分庁の処分を取り消し、令和４年１０月の保護

費の精査を求める。 

そして、○○事務所が認定額を修正しないことが原因であるから、本

件処分は取り消すべきである。 

また、〇〇区の保護廃止日は、同区から〇〇区への転居日である６月
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１３日から起算して４か月後に当たり、移管のための手続に４か月も要

している。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和７年  ８月１５日 諮問 

令和７年  ９月２２日 審議（第１０４回第２部会） 

令和７年 １０月２２日 審議（第１０５回第２部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、 

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め 

⑴ 保護の補足性及び保護の基準 

法４条１項によれば、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得

る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のた

めに活用することを要件として行われるとされている。 

また、法８条１項によれば、保護は、厚生労働大臣の定める基準（昭

和３８年４月１日厚生省告示第１５８号）により測定した要保護者の

需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのでき

ない不足分を補う程度において行うものとするとされており、保護費

は、上記保護の基準に従って、要保護者各々について具体的に決定さ

れるものである。 

⑵ 収入の認定 

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１

日厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。）

の第８・３・⑵・ア・(ｱ)によれば、保護における収入認定に当たって

は、保護の実施機関は、恩給、年金、失業保険金その他の公の給付に

ついては、その実際の受給額を収入として認定することとされている。 
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⑶ 費用返還義務 

ア 法６３条によれば、被保護者が、急迫の場合等において資力があ

るにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁

した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金

品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返

還しなければならないとされている。 

イ 「生活保護運用事例集２０１７」（平成２９年３月東京都福祉保

健局生活福祉部保護課作成、令和３年１２月改訂。以下「運用事例

集」という。）問７－１９によれば、保護受給中に支給した介護保

険料の還付金については、１・(2)の「その他の公の給付」として法

６３条の対象となるとされている。 

⑷ 次官通知及び運用事例集の位置付け 

次官通知は、地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づ

く法の処理基準である。 

運用事例集は、法に定める事務を地方公共団体が執行するに当たっ

ての解釈運用指針として合理的なものであると認められる。 

２ 本件処分についての検討 

次官通知第８・３・⑵・ア・(ｱ)によれば、保護における収入認定に当

たっては、保護の実施機関は、恩給、年金、失業保険金その他の公の給

付については、その実際の受給額を収入として認定することとされてお

り、運用事例集問７－１９によれば、保護受給中の介護保険料の還付は、

保護開始日の資力と認定されることになる。 

これを本件についてみると、令和４年４月分から６月分までの間にお

ける本件還付金のうち本件過払部分は２，０５０円と認められ、請求人

は、処分庁による保護開始日である同年１０月１３日以降、法６３条に

規定する資力があるにもかかわらず、保護を受けたことになるため、そ

の受けた保護金品に相当する金額の範囲内において、保護の実施機関に

対してその定める額を返還しなければならないことになる。 

そして、支給済保護費の額（２３，２４２円）は、２，０５０円を上

回ることから、これと同額の保護費が返還対象となる。 

以上によれば、本件処分は、上記１の法令等の規定に則ってなされた

ものと認められ、これを違法、不当と評価することはできない。 

３ 請求人の主張についての検討 

請求人は、現在まで令和４年１０月の保護費の精算がされておらず、
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保護費に違算があることから、保護費の精査及び本件処分の取消しを求

めている。 

しかし、処分庁は、〇〇区からの移管の際に引き継がれた資料等を踏

まえ、本件過払部分が収入認定の対象となるものと判断して本件処分を

行ったものであり、かつ、保護費に違算があることも認められないこと

から、同処分に違法又は不当な点は認められない。 

以上のことから、請求人の主張には理由がない。 

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討 

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解

釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われて

いるものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

後藤眞理子、筑紫圭一、中村知己 

 


